
５月号
 

 

 

   

   

令和８年 
須磨警察署 

☏731-0110 

自転車で通行するときはルールを守りましょう！！ 

【自転車の安全利用の促進】 
自転車は子どもから高齢者まで手軽に利用できる便利な乗り物ですが、自動車や

バイクと同じ「車の仲間」です。 

自転車安全利用五則を守って、安全に利用しましょう。 

○ 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

○ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

○ 夜間はライトを点灯 

○ 飲酒運転は禁止 

○ ヘルメットを着用 

 

 

◇ 自転車活用推進法で５月は『自転車月間』、５月５日は『自転車の日』と定

められており、全国各地で自転車に関する様々なイベントなどが行われます。 

◇  兵庫県では、毎月２日を『自転車安全利用の日』と定め、自転車の安全で

適正な利用について皆さんの理解を深めてもらうこととしています。 

５月は『自転車月間』 

自転車の安全利用の促進 




